
 進路だより 

 

                                               令和７年度 第７号 令和７年１１月７日 

                                               宮城県立迫支援学校 進路指導部 

   御意見、御質問等はメールで→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年生にとっては、１学年前期現場実習から数えて６回目の実習になります。回を重ねるごとに一歩一歩
成長してきました。現場実習は、様々な経験をとおして､自分がやりたいことを見つけたり、課題が分かった
りして、とても貴重な機会だったと思います。今回の実習は、３年生にとって卒業後の進路を考える大切な実

習でした。この結果を踏まえ、御家庭と相談しながら決定していくことになります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

     

 

 

高等部３年生の実習の様子 

高等部の後期現場実習が、１０月２４日（金）をもって終了しました。期間中は、暑すぎず、寒すぎず、比

較的過ごしやすい気候でしたので、体調を崩す生徒も少なく、元気に実習を行うことができました。 

２、３年生と１年生数名は、一般企業、福祉サービス事業所での実習を行い、その他の１年生は、校内

実習を行いました。詳しい実習の様子は、今月号と来月号でお知らせしますので御覧ください。 

 

 

・リサイクル作業 

（ごみの回収、分別） 

株式会社 清建  

 

・作業活動、余暇活動 

どんぐりの家 生活介護 

 

 

・端子台の組立 

・除草作業 

若葉園  就労移行 

 

 

・種まき、草取り 

・タマネギの皮むき、出荷 

ドリーム農園  Ｂ型 

 

 

・カフェでの接客 

・端子台の部品点検 

かなみのもり  Ｂ型 

 

 

・タオル畳み 

ラボラーレ登米  Ｂ型 

 

 

・老人介護補助 

中田デイサービスセンター菊風荘 

 
 

・農作業 

心りっぷる  Ｂ型 

 

 

・缶バッジ包装、ダンボール 

・爪やすりの梱包 

みんなの家のぞみ Ｂ型 

 

 

・椎茸の収穫 

しいたけランド  Ｂ型 

 

 

 

・老人介護補助 

みんなの家 
高齢者向け住宅あずみ 

 

 

・海鮮丼、寿司製造 

イオンスーパーセンター佐沼店 

 

 

・自立課題、散歩 

ひだまりポッケ 生活介護 

 

 

・野菜のカット、袋詰め 

・品だし 

ヨークベニマル登米中田店 

 

 

・ダンボールのバリ取り 

シードカンパニー Ｂ型 
 

 

・厨房作業（調理補助） 

迫風園（メフォス） 

 
 

・老人介護補助 

南方ナーシングホーム翔裕園 

 

 

・軽運動、自立課題 

レポス   生活介護 



 

 

○自分から仕事を探し、積極的に取り組みました。 

○時間通りにバスに乗り、通勤時間が長くても頑張ることができた。 
○分からないことを自分から聞き、スムーズに作業ができました。 

○作業が終わったら報告をして、次の作業について聞くことができた。 

○介護施設の利用者さんとたくさんコミュニケーションをとることができた。 

○社員さんの動きをよく見て、協力して作業することができた。 
○手元を見て、作業することができた。 
○卒業後に実際働くことをイメージして、仕事に責任をもって行動できた。 

 

 

 

○得意な事だけでなく、様々な作業にチャレンジさせていただき良かったです。 

○運動がメインでとても良かった。楽しんで活動できたと思います。 

○職員さんや利用者さんとコミュニケーションを取ることができて、良かったです。 

 

 

 

 

 

 高等部卒業後の進路は、大きく分けて一般企業への就労と福祉サービスの利用（就労・生活介護）の２つ

に分かれます。福祉サービスの利用については、手続きが必要となりますので、それについて説明いたします。

（登米市障がい福祉のしおりＰ２２より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福祉サービスの利用にあたっては、保護者の方に利用申請や事業所との契約を行っていただくことになりま

す。在学中から、放課後等デイサービスなどの福祉サービスを利用している御家庭は、同じような流れでサー

ビス利用をしていると思いますので、おおよそ御理解いただけると思います。高等部卒業を機に、福祉サービス

を利用するという御家庭については、申請の進め方について御確認をお願いします。また、在学中に福祉サー

ビスを利用していても、卒業後は新たなサービス利用となるため、改めて利用申請が必要になりますので御注

意ください。高等部３年生の保護者の方には、必要なタイミングで再度お知らせいたします。 

保護者の方の感想（抜粋） 

高等部卒業後の福祉サービス利用の流れ 

学校では、卒業に合わせて、１２月に進路面談

を行います。そこで利用希望事業所の最終確認

をし、その後の利用申請となりますので、時期的

には１月上旬になります。 

生活介護サービスを利用の場合

のみ、支援区分認定が必要になりま

す。利用可能なのは、区分３以上と

なります。認定には、保健師さんの

調査が必要となります。 

支給が決定されると、御家庭

に受給者証が郵送されます。そ

の受給者証を持って、福祉サー

ビス事業所と利用契約を結ぶこ

とになります。 

 また、支給量と言って、ひと

月に利用できる日数が決められ

ていますので、その範囲内での

利用となります。 

利用開始日は、御本人、保護者の方の意向で、任意となります。学校の場合、高

等部の卒業式が終わった次の週くらいから利用するケースと、４月になってから利

用するケースがあります。また、事業所の意向に合わせることもあります。 

生徒のみなさんの感想（抜粋） 


